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 部内各課室長 

 部内各地方機関の長            

環境生活部環境生活総務課長        殿 

復興・危機管理部復興・危機管理総務課長 

 

 

保 健 福 祉 部 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

宮城県保健医療調整本部設置要綱の一部改正について（通知） 

 

このことについて、令和４年７月２２日付け厚生労働省通知「大規模災害時の保健

医療福祉活動に係る体制の整備について」において、各都道府県で保健・医療・福祉

の連携が重要であることが示唆されたことから、本要綱を下記のとおり改正しました

ので承知願います。 

 つきましては、災害時における保健医療福祉活動が円滑に行えるよう、平常時から

関係団体との調整や連絡体制の確立等、連携体制の構築について適切に対応願いま

す。  

記 

１ 改正内容 

・「宮城県保健医療調整本部」を「宮城県保健医療福祉調整本部」に変更。 

・「保健医療活動」を「保健医療福祉活動」に変更。 

 

 

 

 

 

 

担 当：保健福祉総務課 大友、西倉 

電 話：022-211-2507 

Email：hohukse@pref.miyagi.lg.jp 
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宮城県保健医療福祉調整本部設置要綱 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自然災害又は大規模な事故等（以下「災害等」という。）が発生

した場合において、保健医療福祉活動の総合調整を行うため設置する宮城県保健医

療福祉調整本部（以下「調整本部」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 

第２章 保健医療福祉調整本部 

（設置） 

第２条 本部長は、宮城県災害対策本部条例（昭和３７年宮城県条例第３２号）に定め

る宮城県災害対策本部が設置された場合、宮城県災害対策本部の下に調整本部を設

置する。 

２ この要綱で定める調整本部の組織及び事務は、宮城県災害対策本部要綱（昭和５６

年５月１５日施行）で定める組織及び分掌事務を妨げない。 

 

（組織） 

第３条 調整本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。 

 

（本部長） 

第４条 本部長は、保健福祉部長の職にある者をもって充てる。 

２ 本部長は、調整本部を総括する。 

 

（副本部長） 

第５条 副本部長は、保健福祉部副部長の職にある者をもって充てる。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときは、本部長の職務を代理

する。 

３ 副本部長が職務を代理する場合の順序は、技術担当副部長、保健医療の事務を担う

副部長とする。 

 

（本部員） 

第６条 本部員は、別表１に掲げる課室の長及び第 7条に定める宮城県災害医療コーデ

ィネーター等をもって充てる。 
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（宮城県災害医療コーディネーター等） 

第７条 調整本部に、専門分野の保健医療福祉活動を調整するため、宮城県災害医療コ

ーディネーター等から本部長が選任した者を置くことができる。 

２ 前項の宮城県災害医療コーディネーター等の業務を補佐するため、本部長が必要と

認める者を置くことができる。 

 

（業務） 

第８条 調整本部の本部員は、別表１に掲げる事務を分掌し、その事務に係る次の事項

を行う。 

（１）保健医療福祉活動チーム等の派遣調整 

（２）保健医療福祉活動に関する情報連携 

（３）保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析 

（４）地域保健医療福祉調整本部の支援及び調整 

（５）その他保健医療福祉活動に係る総合調整に関し必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、本部長は別表１に掲げる事務については担当課を変更し、

又は別表１に掲げていない事務については新たに担当する課を決定し、当該事務の遂

行を本部員に命ずることができる。 

 

（会議） 

第９条 調整本部に会議（以下「調整本部会議」という。）を置き、必要に応じて本部

長が招集する。 

２ 調整本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。 

３ 前項の規定にかかわらず、本部長は必要と認める者を調整本部会議に出席させるこ

とができる。 

４ 調整本部会議後、速やかに会議録を作成して関係機関等と共有するものとする。会

議録の作成は、第 10条に掲げる事務局が行う。 

 

（事務局） 

第 10条 調整本部に事務局を置き、保健福祉総務課及び医療政策課がその事務を行う。 

２ 事務局の長は保健福祉総務課長の職にあるものをもって充てる。 

３ 事務局の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（廃止） 

第 11条 本部長は、次に掲げる場合には、調整本部を廃止する。 

（１） 宮城県災害対策本部が廃止される等保健医療福祉活動が概ね完了したと認め

られるとき。 
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 （２） その他本部長が適当と判断したとき。 

 

第３章 地域保健医療福祉調整本部 

（設置及び所管区域） 

第 12 条 災害対策の効果的な実施を図るため、調整本部に別表２に掲げる所管区域の

区分に応じて地域保健医療福祉調整本部（以下「地域調整本部」という。）を設置す

る。 

２ 本部長は、災害が一部の地域に限られる場合において、当該地域所管区域以外の地

域調整本部を設置しないことがある。 

 

（組織） 

第 13条 地域調整本部に地域本部長、地域副本部長及び地域本部員を置く。 

 

（地域本部長） 

第 14条 地域本部長は、保健所長の職にある者をもって充てる。 

２ 地域本部長は地域調整本部を統括する。 

 

（地域副本部長） 

第 15 条 地域副本部長は、保健所にあっては副所長の職にある者、保健所支所にあっ

ては支所長の職にある者をもって充てる。 

２ 地域副本部長は地域本部長を補佐し、地域本部長に事故等があるときは、地域本部

長の職務を代理する。 

 

（地域本部員） 

第 16条 地域本部員は、保健所（支所）職員及び第 17条に定める宮城県災害医療コー

ディネーター等の地域本部長が必要とする者をもって充てる。 

２ 地域本部員は、地域本部長の命を受け、第 18条に掲げる事項を処理する。 

 

（宮城県地域災害医療コーディネーター等） 

第 17 条 地域調整本部に、専門分野の保健医療福祉活動を調整するため、宮城県地域

災害医療コーディネーター等から地域本部長が選任した者を置くことができる。 

２ 前項の宮城県地域災害医療コーディネーター等の業務を補佐するため、地域本部長

が必要と認める者を置くことができる。 

 

（業務） 

第 18条 地域調整本部は、第 12条で定める所管区域の市町村と連携して次に掲げる事
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項を行う。 

 （１） 保健医療福祉活動チーム等の避難所等への派遣調整 

 （２） 保健医療福祉活動に関する情報連携 

 （３） 保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析並びに調整本部への報告 

 （４） その他保健医療福祉活動に係る総合調整に関し必要な事項 

 

（連絡体制の確保） 

第 19 条 地域本部長は、市町村又は災害拠点病院等との情報連絡体制の確保のため、

市町村災害対策本部又は災害拠点病院等に公衆衛生活動コーディネーター等の職員

を派遣することができる。 

 

（地域災害保健医療福祉連絡会議） 

第 20 条 地域調整本部は地域内の情報共有及び協議を行うため、地域保健医療福祉連

絡会議（以下「連絡会議」という。）を開催することとし、必要に応じて地域本部長

が招集する。 

２ 連絡会議には、地域本部長、地域副本部長、地域本部員のほか、地域本部長が必要

と認める者を出席させることができる。 

３ 連絡会議開催後、速やかに会議録を作成し、調整本部へ報告を行うものとする。会

議録の作成は、第 21条に掲げる事務局が行う。 

 

（事務局） 

第 21 条 地域調整本部の事務局は、保健所の企画担当班に置く。ただし、岩沼地域保

健医療福祉調整本部にあっては、塩釜保健所岩沼支所の総務担当班に置く。 

 

（廃止） 

第 22 条 地域本部長は、所管区域の保健医療福祉活動が概ね完了したと認められると

き、本部長と協議のうえ、地域調整本部を廃止する。 

 

第４章 雑則 

（保健所設置市の特例） 

第 23 条 第３章の規定にかかわらず、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５

条第１項に定める指定都市等（以下「保健所設置市」という。）が設置した保健所に

あっては、地域調整本部と同等の機能を有することとし、保健所設置市の責任におい

てその業務を行う。 

２ 調整本部は、保健所設置市と情報共有を行うよう努め、必要に応じて保健所設置市

を支援する。 
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（その他） 

第 24 条 この要綱に定めるもののほか、調整本部及び地域調整本部について必要な事

項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 
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 別表１ 

 

課室名 分掌事務等 

保健福祉総務課 1 調整本部事務局の運営に関すること 

2 DHEATの調整に関すること 

3 保健師の派遣調整に関すること 

社会福祉課 DWATの調整に関すること 

医療政策課 1 調整本部事務局の運営に関すること 

2 DMAT調整本部に関すること 

3 医療救護班の調整に関すること 

4 透析患者の転院調整に関すること 

医療人材対策室 看護師の派遣調整に関すること 

長寿社会政策課 介護職員等の派遣調整に関すること 

健康推進課 1 歯科医師等の派遣調整に関すること 

2 管理栄養士の派遣調整に関すること 

3 JDA-DATの調整に関すること 

疾病・感染症対策課 本部長の命ずる保健医療福祉活動の調整に関すること 

新型コロナ調整室 本部長の命ずる保健医療福祉活動の調整に関すること 

新型コロナワクチン接種

推進室 

本部長の命ずる保健医療福祉活動の調整に関すること 

子ども・家庭支援課 子どものこころのケアチームの派遣調整に関すること 

子育て社会推進課 子どものこころのケアチームの派遣調整に関すること 

障害福祉課 リハビリテーション専門職の派遣調整に関すること 

精神保健推進室 DPAT調整本部に関すること 

薬務課 1 薬剤師の派遣調整に関すること 

2 医薬品等の供給調整に関すること 

国保医療課 本部長の命ずる保健医療福祉活動の調整に関すること 
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別表２ 

 

二次医療圏 地域保健医療

福祉調整本部 

職名 もって充てる職 所管区域 

仙南医療圏 

 

仙南地域保健

医療福祉調整

本部 

地域本部長 仙南保健所長 白石市、角田市、

蔵王町、七ヶ宿

町、大河原町、村

田町、柴田町、川

崎町、丸森町 地域副本部長 副所長 

仙台医療圏 塩釜地域保健

医療福祉調整

本部 

地域本部長 塩釜保健所長 塩竈市、多賀城

市、富谷市、松島

町、七ヶ浜町、利

府町、大和町、大

郷町、大衡村 

地域副本部長 副所長 

黒川支所長 

岩沼地域保健

医療福祉調整

本部 

地域本部長 塩釜保健所長 名取市、岩沼市、

亘理町、山元町 

地域副本部長 岩沼支所長 

大崎・栗原

医療圏 

北部地域保健

医療福祉調整

本部 

地域本部長 大崎保健所長 栗原市、大崎市、

色麻町、加美町、

涌谷町、美里町 
地域副本部長 副所長 

栗原支所長 

石巻・登米・

気仙沼医療

圏 

東部地域保健

医療福祉調整

本部 

地域本部長 石巻保健所長 石巻市、登米市、

東松島市、女川

町 

地域副本部長 副所長 

登米支所長 

気仙沼地域保

健医療福祉調

整本部 

地域本部長 気仙沼保健所長 気仙沼市、南三

陸町 地域副本部長 副所長 

 



本部長：知事
本部員：公営企業管理者・各部長・会計管理者・出納局長・企業局長・教育長・警察本部長・危機管理監

《本部員（各担当課室長）》

保健医療福祉活動に係る総合調整（派遣調整、情報連携、情報整理・分析、調整本部への連絡）

災害保健医療福祉活動調整連絡会議の開催

ＤＭＡＴ活動拠点本部

医療施設等 避難所・救護所

DHEAT

災害時公衆衛生活動
コーディネーター

　・災害医療コーディネーター
　　　　　専門医：周産期・精神・透析
　　　※災害医療コーディネーター業務等を
　　　　　サポートするチームの配置を含む
　・災害時小児周産期リエゾン

保健医療部門

　　　　　　　　　　　　※保健福祉班長：保健福祉事務所長

宮城県地域保健医療福祉調整本部

地域本部長：保健所長
地域副本部長：副所長・支所長

事務局（保健所企画担当班）

地域災害医療コーディネーター 地域災害薬事コーディネーター
県連絡調整員 《連絡会議関係機関等》

その他の派遣調整担当（感染症・母子保健・ＨＯＴ患者等） 関係団体

（DMAT，DPAT，日赤，JMAT等） 保健師チーム

連絡調整員

医療機関 医師会 歯科医師会 薬剤師会 看護協会

支援団体
市町村

他県
他関係機関

災害対策本部地方支部（地域部）
支部長：地方振興事務所長（地域事務所長）
支部（地域部）員：地方機関の長等

リハビリテーション専門職調整担当 障害福祉課
県理学療法士会・県作業療法士会

・県言語聴覚士会

子どもの心のケア関連職調整担当 子ども・家庭支援課 関係機関

DWAT調整担当 社会福祉課 県社会福祉協議会

介護職員等調整担当 長寿社会政策課
県ケアマネジャー協会，県介護福祉士会

・県老人保健施設連絡協議会等

歯科医師等派遣調整担当

健康推進課

県歯科医師会

管理栄養士派遣調整担当 県栄養士会

JDA-DAT派遣調整担当 日本栄養士会

看護師派遣調整担当 医療人材対策室 県看護協会

医薬品等供給調整担当
薬務課

県医薬品卸組合

薬剤師派遣調整担当 県薬剤師会・県病院薬剤師会

災害薬事コーディネーター

DHEAT調整担当
保健福祉総務課

DHEAT調整窓口（厚労省）

保健師派遣調整担当 保健師調整窓口（厚労省）

透析患者転院調整担当 透析ネットワーク

DPAT調整本部担当 精神保健推進室 ＤＰＡＴ事務局（厚労省）

DMAT調整本部担当

医療政策課

DMAT事務局（厚労省）

医療救護班調整担当 県医師会・自衛隊・日赤県支部外

　事務局（保健福祉総務課・医療政策課）

宮城県保健医療福祉調整本部 体制図

宮城県災害対策本部

　本部長：保健福祉部長
　副本部長：保健福祉部副部長

災害拠点病院

関係機関（派遣元等）

市町村

本 庁

被災地域

宮城県保健医療福祉調整本部

調整

○○市町村災害対策本部
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合
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整
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